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一般職の職員の給与に関する条例施行規則 

昭和47年９月７日規則第４号 

改正 昭和50年２月１日規則第１号  昭和50年９月30日規則第７号 

昭和51年９月30日規則第１号  昭和51年12月13日規則第４号 

昭和53年２月７日規則第１号  昭和53年12月22日規則第５号 

昭和56年５月22日規則第１号  昭和57年３月19日規則第１号 

昭和58年３月５日規則第２号  昭和59年９月29日規則第２号 

昭和60年５月18日規則第１号  昭和61年３月26日規則第４号 

昭和61年12月23日規則第６号  昭和62年３月23日規則第２号 

平成元年９月11日規則第２号  平成２年９月４日規則第２号 

平成３年１月22日規則第１号  平成３年12月27日規則第４号 

平成４年12月28日規則第４号  平成５年３月30日規則第１号 

平成５年９月21日規則第３号  平成６年３月24日規則第３号 

平成７年３月15日規則第２号  平成９年３月31日規則第１号 

平成10年４月30日規則第４号  平成10年４月30日規則第５号 

平成11年12月27日規則第６号  平成15年１月16日規則第１号 

平成18年３月27日規則第７号  平成18年３月31日規則第10号 

平成22年３月30日規則第１号  平成23年３月28日規則第１号 

平成23年11月30日規則第10号  平成26年３月31日規則第１号 

平成26年５月１日規則第４号  平成27年３月30日規則第６号 

平成27年３月30日規則第７号  平成28年３月29日規則第３号 

平成28年３月30日規則第９号  平成29年３月29日規則第４号 

平成30年３月27日規則第６号  平成30年３月27日規則第７号 

平成30年３月27日規則第８号  平成31年３月28日規則第６号 

平成31年３月28日規則第７号  令和２年３月25日規則第11号 

令和４年９月30日規則第９号  令和５年３月27日規則第５号 

令和６年５月21日規則第６号  令和７年５月19日規則第５号 

令和８年３月26日規則第７号 

 

（趣旨） 

第１条 一般職の職員の給与に関する条例（昭和46年島原地域広域市町村圏組合条例第11号。以

下「条例」という｡）の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによ

る。 

（育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算） 

第２条 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号。以下「育児休業法」とい

う。）第10条第１項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時

間勤務をしている職員（以下「育児短時間勤務職員等」という。）について、島原地域広域市町

村圏組合職員の育児休業等に関する条例（平成４年島原地域広域市町村圏組合条例第４号。以

下「育児休業条例」という。）第16条（同条例第17条において準用する場合を含む。）の規定に

より読み替えられた条例第３条第４項、第３条の２第１項若しくは第４条第３項又は育児休業

条例第19条の規定により読み替えられた条例第３条第４項若しくは第４条第３項の規定による

給料月額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月
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額とする。 

２ 地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）第22条の４第１項の規定により

採用された職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）について、条例第３条の２の

規定による給料月額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職

員の給料月額とする。 

３ 育児休業法第18条第１項に規定する短時間勤務職員（以下「任期付短時間勤務職員」という。）

について、育児休業条例第19条の規定により読み替えられた条例第３条第４項又は第４条第３

項の規定による給料月額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当

該職員の給料月額とする。 

（給料の支給） 

第３条 条例第６条の規定により給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給

日前において退職し又は死亡した職員にはその際給料を支給することができる。 

（扶養手当の支給） 

第４条 新たに条例第７条第１項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届（様式

第１）により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている

職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があっ

た場合についても、同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合とし

て管理者が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。 

第５条 任命権者は、職員から前条第１項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実

及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第２項に規定する場合においても、同様

とする。 

２ 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給

に関する事項を扶養手当認定簿（様式第２）に記載するものとする。 

３ 条例第７条第２項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者に

は、次に掲げる者は含まれないものとする。 

⑴ 職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）、兄弟姉妹

等が受ける不要手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている

者 

⑵ 年間1,300,000円以上（満18歳に達する日後の最初の４月１日から満22歳に達する日以後の

最初の３月31日までの間にある者にあっては、年額1,500,000円以上）の恒常的な所得がある

と見込まれる者 

第６条 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶

養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。 

第７条 任命権者は、前２条の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、期限を定めて扶養

事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。 

第８条 扶養手当の額は、第５条及び第６条の規定により扶養親族と定められた員数に条例第７

条に規定する扶養親族１人当たりの金額を乗じて得た額とする。 

第９条 扶養手当は、条例第11条の規定により給料を減額されるときにおいても減額しない。 

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。 

第10条の２ 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第７条第１項の職員たる要件を具備するに至

った日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から開始し、
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職員が同項に規定する要件を欠くに至った日（管理者が定める場合にあっては、当該要件を欠

くに至った日以降の日で管理者が定める日）の属する月（その日が月の初日であるときは、そ

の日の属する月の前月）をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第４条

第１項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、

その届出を受理した日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）

から行うものとする。 

２ 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた

日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）からその支給額を

改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。 

（単身赴任手当） 

第10条の３ 条例第９条の２第１項で定める困難であると認められるものとは、次の各号のいず

れかに該当することとし、届出は単身赴任届（様式第３）により行うものとする。 

 ⑴ 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。 

⑵ 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤

方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められ

ること。 

２ 条例第９条の２第２項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通

常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、管理

者の定めるところにより行うものとする。 

３ 条例第９条の２第２項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。 

４ 条例第９条の２第２項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該

各号に定める額とする。 

 ⑴ 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円 

⑵ 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円 

⑶ 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円 

⑷ 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円 

⑸ 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円 

⑹ 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円 

⑺ 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円 

⑻ 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円 

⑼ 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円 

⑽ 2,500キロメートル以上 70,000円 

５ 単身赴任手当を支給する権衡職員の範囲等は、国家公務員の例による。 

６ 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受

ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。 

（給与の減額） 

第11条 条例第11条に規定する減額すべき給与額は、その月分の給料に対応する額を翌月以降の

給料から差し引くものとする。ただし、退職等の場合において減額すべき給与額が給料から差

し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。 

２ 職員が任命権者の許可なくして勤務しなかつた時間数は、その月の全時間数によつて計算す

るものとし、その時間数に１時間未満の端数を生じた場合の取扱いは第17条の例による。 

（時間外勤務手当等） 
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第12条 条例第12条に定める時間外勤務手当は、その日の勤務時間の始まる前に勤務したときは、

その日の時間外勤務とする。ただし、前日から引き続き翌日にわたり時間外勤務したときは、

前日の時間外勤務時間及び翌日の勤務時間が始まる前までの時間外勤務時間は、前日の時間外

勤務とする。 

２ 時間外勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間（以下「休憩時間等」という。）を除いた実働時間

に対して支給する。 

⑴ 条例第12条第１項第１号に掲げる勤務 100分の125 

⑵ 条例第12条第１項第２号に掲げる勤務 100分の135 

３ 条例第12条第２項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。 

⑴ 休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、

当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときの次の時間 

ア 当該週の勤務時間が法定労働時間（労働基準法（昭和22年法律第49号）第32条第１項に

規定する時間をいう。以下同じ。）に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの

あらかじめ割り振られた１週間の正規の勤務時間（以下「割り振り変更前の正規の勤務時

間」という。）を超えて勤務した時間 

イ 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの

割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務した時間数

に相当する時間（勤務時間等条例第４条に規定する職員又は再任用短時間勤務職員（以下

「交替制等勤務職員」という。）について、割り振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時

間を超える場合においては法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割り振

り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割り振り変更前の正

規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イの

時間を加えた時間数に相当する時間とする。） 

⑵ 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週

休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前号に該当する場合を除いて、

次の時間 

ア 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を

超えて勤務した時間 

イ 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超

えて勤務した時間のうち法定労働時間から当該割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引

いた時間数に相当する時間 

４ 条例第12条第２項の規則で定める割合は、100分の25とする。 

（休日勤務手当の支給） 

第13条 条例第13条に定める休日勤務手当は、休日に特に勤務を命ぜられた職員に支給するが休

日に当然勤務することになつている交替制勤務等の職員についても支給する。 

２ 休日勤務手当は､休日における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給するが、正規

の勤務時間を超えて勤務した部分については時間外勤務手当を支給する。 

第14条 条例第13条前段の規則で定める日は、勤務時間等条例第３条第１項に規定する週休日に

当たる勤務時間等条例第９条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等（勤務時間等条例

第７条の２第１項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。）（当該勤務日等が勤

務時間等条例第９条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日、勤務時間等条例第

７条の２第１項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務
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代休時間を指定された日又は次項の管理者が指定する日（以下この項において「休日等」とい

う。）に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等）とする。 

２ 条例第13条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で管理者が指定する日とする。 

３ 条例第13条の規則で定める割合は、100分の135とする。 

第15条 公務により旅行（以下同じ｡）中の職員に対しては時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜

間勤務手当（以下「時間外勤務手当等」という。）は支給しない。ただし、旅行目的地において

正規の勤務時間をこえて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、

現に勤務しかつその勤務時間につき明確に証明できるものについてはこの限りでない。 

第16条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数（時間外勤務手

当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間

数）によつて計算するものとし、この場合において１時間未満の端数を生じたときは、その端

数が30分以上のときは１時間とし、30分未満のときは切り捨てる。 

第17条 時間外勤務手当等は、その月分を翌月の給料の支給日までに支給する。 

２ 職員が勤務時間等条例第７条の２第１項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務

した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給

に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、

「勤務時間等条例第７条の２第１項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する

月の翌月の」とする。 

第18条 職員に時間外勤務手当等の対象となる勤務（以下「時間外勤務等」という。）を命ずると

きは、時間外勤務等命令簿(様式第３)を用いて行わなければならない。 

２ 任命権者は、その命令の範囲内において職員が時間外勤務等を行ったことを確認し、前項に

規定する時間外勤務等命令簿並びに時間外勤務報告書（様式第４）を整理し、保管しなければ

ならない。 

３ 前２項の規定は、時間外勤務手当等の対象とならない職員（条例第17条に規定する管理職手

当の支給を受ける職員を含む｡）の時間外勤務等に準用する。 

（宿日直手当の支給） 

第19条 条例第14条の規定によつて、職員が宿直又は日直勤務に服した場合に支給する額は、宿

直勤務又は日直勤務１回につき4,700円とする。ただし、勤務時間が５時間未満の場合は、その

勤務１回につき2,350円とする。 

（夜間勤務手当の支給） 

第20条 条例第15条に規定する夜間勤務手当は、休憩時間等を除いた実働時間に対して支給する。 

２ 午後10時から翌日の午前５時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日に当たる

部分がある場合においては、その部分に対しては夜間勤務手当と休日勤務手当をあわせて支給

する。 

（勤務１時間当たりの給与額の算出） 

第21条 条例第16条に規定する給料の月額とは、条例第11条の規定により給料を減ぜられている

場合でも本来受けるべき給料の月額とする。 

（管理職手当の支給） 

第22条 条例第17条に規定する管理職手当の支給を受ける職員の職及び管理職手当の額は、別表

第１に掲げるとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等の管理職手当の額は、前項の額に勤務時間

等条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時
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間で除して得た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨

てた額）とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、再任用短時間勤務職員の管理職手当の額は、第１項の額に勤務

時間等条例第２条第３項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤

務時間で除して得た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てた額）とする。 

（期末手当の支給を受ける職員） 

第23条 条例第18条第１項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそ

れぞれの基準日（以下「基準日」という。）に在職する職員（条例第18条の２各号のいずれかに

該当する者を除く。）のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。 

⑴ 無給休職者（法第28条第２項第１号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与

の支給を受けていない職員をいう。） 

⑵ 刑事休職者（法第28条第２項第２号の規定に該当して休職にされている職員をいう。） 

⑶ 停職者（法第29条の規定により停職にされている職員をいう。） 

⑷ 非常勤職員（条例第23条（育児休業条例第19条の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）の規定の適用を受ける職員をいう。） 

⑸ 専従休職者（法第55条の２第１項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。） 

⑹ 育児休業法第２条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第７条第１

項に規定する職員以外の職員 

第24条 条例第18条第１項後段の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員に

は期末手当を支給しない。 

⑴ その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者 

⑵ その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員（非常勤である者にあって

は、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。）となっ

た者 

⑶ その退職に引き続き次に掲げる者（非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員、

任期付短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。）となった者 

ア 国家公務員 

イ 他の地方公共団体の職員（管理者の定めるものに限る。） 

第25条 条例第20条第６項ただし書の管理者が定める職員は、前条第２号及び第３号に掲げる職

員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。 

第26条 基準日前１箇月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が２回以上ある者に

ついて前２条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該

退職とする。 

（期末手当基礎額の加算を受ける職員及び加算割合） 

第27条 条例第18条第５項の管理者が定める職員の区分は、別表第２の職員欄に掲げる職員の区

分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で管理者が定める割合は、当該区分に対応する同表

の加算割合欄に定める割合とする。 

（期末手当に係る在職期間） 

第28条 条例第18条第２項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間

とする。 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。 
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⑴ 第23条第３号から第５号までに掲げる職員（同条第４号に掲げる職員については、勤務日

及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。）として在職した期間については、その全

期間 

⑵ 育児休業法第２条の規定により育児休業（次に掲げる育児休業を除く。）をしている職員と

して在職した期間については、その２分の１の期間 

 ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第３条の２に規

定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以

上あるときは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である育児休業 
 イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第３条の２に規

定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間（当

該期間が２以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である育児休

業 

⑶ 休職にされていた期間（条例第20条第１項の規定の適用を受ける休職者（以下「公務傷病

等による休職者」という｡）であった期間を除く。）については、その２分の１の期間 

⑷ 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率（育

児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第３条第４項に規定する算出率をいう。

第36条第２項第７号において同じ。）を乗じて得た期間を控除して得た期間の２分の１の期間 

第29条 基準日以前６箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職

員となった場合は、その期間内においてそれらの者として勤務した期間は、前条第１項の在職

期間に算入する。 

⑴ 国家公務員 

⑵ 他の地方公共団体の職員（管理者の定める者に限る｡） 

２ 前項の期間の算定については、前条第２項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。 

（期末手当の一時差止処分に係る在職期間） 

第30条 条例第18条の２及び第18条の３（これらの規定を条例第19条第５項及び第20条第７項に

おいて準用する場合を含む。）に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した

期間とする。 

２ 前条第１項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者

として勤務した期間は、前項の在職期間とみなす。 

（期末手当の一時差止処分の手続等） 

第31条 任命権者は、条例第18条の３第１項（条例第19条第５項及び第20条第７項において準用

する場合を含む｡）の規定による一時差止処分（以下この条において「一時差止処分」という。）

を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。 

２ 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に期末手当等支

給一時差止処分書（様式第５）を交付しなければならない。 

３ 前項の規定による文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在が知れない場合においては、

その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示した日から起算し

て２週間を経過した日に文書の交付があったものとみなす。 

４ 条例第18条の３第２項（条例第19条第５項及び第20条第７項において準用する場合を含む｡）

の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対し

て行わなければならない。 

５ 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱について管理者に協議
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しなければならない。 

６ 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に

対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。 

７ 条例第18条の３第５項（条例第19条第５項及び第20条第７項において準用する場合を含む｡）

に規定する説明書は、様式第６によるものとする。 

８ 前条及び前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。 

（勤勉手当の支給を受ける職員） 

第32条 条例第19条第１項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそ

れぞれの基準日に在職する職員（条例第19条第５項において準用する条例第18条の２各号のい

ずれかに該当する者を除く。）のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。 

⑴ 休職者（公務傷病等による休職者を除く。） 

⑵ 第23条第３号から第５号までのいずれかに該当する者 

⑶ 育児休業法第２条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第７条第２

項に規定する職員以外の職員 

第33条 条例第19条第１項後段の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員に

は勤勉手当を支給しない。ただし、第２号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給

されない職員については、この限りでない。 

⑴ その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者 

⑵ 第24条第２号及び第３号に掲げる者 

２ 第26条の規定は、前項の場合に準用する。 

（勤勉手当の支給割合） 

第34条 条例第19条第２項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合（同条

において「期間率」という｡）に第38条に規定する職員の勤務成績による割合（同条において「成

績率」という。）を乗じて得た割合とする。 

（勤勉手当の期間率） 

第35条 期間率は、基準日以前６箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表

第３に定める割合とする。 

（勤勉手当に係る勤務期間） 

第36条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。 

⑴ 第23条第３号から第５号までに掲げる職員（同条第４号に掲げる職員については、勤務日

及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。）として在職した期間 

⑵ 育児休業法第２条の規定により育児休業（第６条第２項第２号ア及びイに掲げる育児休業

を除く。）をしている職員として在職した期間 

⑶ 休職にされていた期間（公務傷病等による休職者であった期間を除く。） 

⑷ 条例第11条の規定により給与を減額された期間 

⑸ 負傷又は疾病（公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律

第121号）第２条に規定する通勤をいう。）による負傷若しくは疾病を除く。）により勤務しな

かった期間から、勤務時間等条例第３条第１項に規定する週休日、勤務時間等条例第７条の

２第１項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休

時間を指定された日並びに同条例第９条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日

（次号において「週休日等」という。）を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなか
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った全期間 

⑹ 勤務時間等条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休

日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間 

⑺ 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除

して得た期間 

⑻ 勤務時間等条例第15条の２の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30

日を超える場合には、その勤務しなかった全期間 

⑼ 育児休業法第19条第１項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日

を超える場合には、その勤務しなかつた全期間 

⑽ 基準日以前６箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわ

らず、その全期間 

第37条 第29条第１項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の

算定について準用する。 

２ 前項の期間の算定については、前条第２項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。 

（勤勉手当の成績率） 

第38条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次項に掲げる職員の区分に応じ、

当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、

その所属の条例第19条第１項の職員が著しく少数であること等の事情により、次項第１号から

第３号までに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ管理

者と協議して、別段の取扱いをすることができる。 

２ 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合 

 ⑴ 直近の業績評価（基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。）の全体評語（人

事評価の基準、方法等に関する規則（平成28年島原地域広域市町村圏組合規則第７号。以下

「人事評価規則」という。）第14条において準用する人事評価規則第９条第３項に規定する確

認が行われた人事評価規則第６条第１項に規定する全体評語をいう。以下同じ。）が上位の段

階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の125.25以上100分の318.75以下 

 ⑵ 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100

分の111以上100分の125.25未満 

 ⑶ 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直

近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の

結果がない職員（次号の管理者の定める職員を除く。） 100分の106.25 

 ⑷ 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前６箇月以内の期間にお

いて懲戒処分を受けた職員その他の管理者の定める職員 100分の93.75以下 

３ 前項の場合において、職員の成績率は、直近の業績評価（基準日以前における直近の業績評

価をいう。以下同じ。）の全体評語について、当該職員より上位である職員（当該職員の人事評

価に係る人事評価規則第７条第２項に規定する２次評価者が成績率を定めようとする職員と同

一である等の事情を考慮して、管理者の定める者に限る。）の成績率を超えてはならない。 

４ 第２項の場合において、直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち当該全体

評語が同じ段階である職員について第２項第１号から第３号までのいずれに該当するかを定め

るとき並びに当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の業績評価の全体評語が下位の段階で

ある職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の

直近の業績評価の全体評語が付された理由、人事評価規則第６条第１項に規定する個別評語及
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び当該個別評語が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。 

５ 第２項第１号及び第２号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合

は、管理者が定める。 

第38条の２ 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次の各号のいずれかに該当するかに応じ、

当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、

その所属の条例第19条第１項の職員が著しく少数であること等の事情により、第１号に定める

成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ管理者と協議して、別段

の取扱いをすることができる。 

 ⑴ 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100

分の52.75以上 

 ⑵ 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直

近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の

結果がない職員（次号の管理者の定める職員を除く。） 100分の51.25 

 ⑶ 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前６箇月以内の期間にお

いて懲戒処分を受けた職員その他の管理者の定める職員 100分の47.25以下 

２ 前条第３項及び第４項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第４項中

「第２項第１号から第３号」とあるのは「同項第１号又は第２号」と読み替えるものとする。 

（期末手当及び勤勉手当の支給日） 

第39条 条例第18条第１項及び条例第19条第１項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、

別表第４の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に掲げる日（これらの日が

日曜日又は土曜日にあたるときは、それぞれの日前においてその日に最も近い土曜日でない日）

とする。 

（端数計算） 

第40条 条例第18条第２項の期末手当基礎額又は条例第19条第２項前段の勤勉手当基礎額に１円

未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（雑則） 

第41条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項については、国家公務員の

例に準じ管理者が定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条の規定は昭和47年10月１日より支給す

る。 

（平成29年改正条例附則第４項の規定が適用される間の読替え） 

２ 平成29年４月１日から平成30年３月31日までの間は、第４条中「条例第８条第１項」とある

のは、「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成29年島原地域広域市町

村圏組合条例第１号）附則第４項の規定により読み替えられた条例第８条第１項」とする。 

附 則（昭和50年２月１日規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年１月１日から適用する。 

附 則（昭和50年９月30日規則第７号） 

この規則は、昭和50年10月１日から施行する。 

附 則（昭和51年９月30日規則第１号） 

この規則は、昭和51年10月１日から施行する。 
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附 則（昭和51年12月13日規則第４号） 

この規則は、昭和52年１月１日から施行する。 

附 則（昭和53年２月７日規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年１月１日から適用する。 

附 則（昭和53年12月22日規則第５号） 

この規則は、昭和54年１月１日から施行する。 

附 則（昭和56年５月22日規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年５月１日から適用する。 

附 則（昭和57年３月19日規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和58年３月５日規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和59年９月29日規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年９月１日から適用する。 

附 則（昭和60年５月18日規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和61年３月26日規則第４号） 

この規則は、昭和61年４月１日から施行する。 

附 則（昭和61年12月23日規則第６号） 

（施行期日） 

この規則は、昭和62年１月１日から施行する。 

附 則（昭和62年３月23日規則第２号） 

この規則は、昭和62年４月１日から施行する。 

附 則（平成元年９月11日規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成元年９月１日から適用する。 

附 則（平成２年９月４日規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成２年９月１日から適用する。 

附 則（平成３年１月22日規則第１号） 

１ この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則（以

下「新規則」という。）の規定は、平成２年４月１日から適用する。 

２ この規則の施行の際、現に支給されている期末手当又は勤勉手当は、新規則の規定による期

末手当又は勤勉手当の内払とみなす。 

附 則（平成３年12月27日規則第４号） 

この規則は、平成４年１月１日から施行する。 

附 則（平成４年12月28日規則第４号） 

この規則は、平成５年１月１日から施行する。 

附 則（平成５年３月30日規則第１号） 

この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成５年９月21日規則第３号） 

この規則は、平成５年12月１日から施行する。 

附 則（平成６年３月24日規則第３号） 

この規則は、平成６年４月１日から施行する。 
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附 則（平成７年３月15日規則第２号） 

１ この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則（以下「改正後の規則」

という。）の規定は、平成６年４月１日から適用する。ただし、改正後の規則第20条の規定は、

平成７年１月１日から適用する。 

附 則（平成９年３月31日規則第１号抄） 

この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成10年４月30日規則第４号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成10年４月１日から適用する。 

附 則（平成10年４月30日規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成11年12月27日規則第６号） 

この規則は、平成12年１月１日から施行する。 

附 則（平成15年１月16日規則第１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成15年４月１日から施行する。ただし、第24条及び第33条の改正規定は、公

布の日から施行する。 

(平成15年６月に支給する期末手当に関する経過措置) 

２ 平成15年６月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関

する条例施行規則第30条第１項の規定の適用については、同項中「６箇月」とあるのは「３箇

月」とする。 

附 則（平成18年３月27日規則第７号） 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年３月31日規則第10号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

（島原地域広域市町村圏組合職員職名規程の一部改正） 

２ 島原地域広域市町村圏組合職員職名規程（昭和61年島原地域広域市町村圏組合訓令第１号）

の一部を次のように改正する。 

別表を次のように改める。 

[次のよう 別紙] 

附 則（平成22年３月30日規則第１号） 

この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年３月28日規則第１号） 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年11月30日規則第10号） 

この規則は、平成23年12月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月31日規則第１号） 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年５月１日規則第４号） 

この規則は、平成26年５月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月30日規則第６号） 
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定

は、平成27年12月１日から適用する。 

附 則（平成27年３月30日規則第７号） 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月29日規則第３号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成27年４月１日から適用する。 

  附 則（平成28年３月30日規則第９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

（平成28年６月に支給する勤勉手当に関する経過措置） 

２ 平成28年６月に支給する勤勉手当については、なお従前の例による。 

（平成28年12月に支給する勤勉手当に関する経過措置） 

３ 平成28年12月に支給する勤勉手当の成績率については、同年６月に支給した勤勉手当に係る

職員の勤務成績を特に優秀若しくは優秀であると判定し、又は良好でないと判定するに当たり

考慮された事実（同年４月１日から同年６月１日までの間におけるものに限る。）が基準日以前

における直近の業績評価の全体評語（人事評価規則第14条において準用する人事評価規則第９

条第３項に規定する確認が行われた人事評価規則第６条第１項に規定する全体評語をいう。）に

影響を及ぼしたことが明らかなときは、当該事実を考慮せず定めるものとする。 

（雑則） 

４ 前２項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。 

  附 則（平成29年３月29日規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成29年４月１日から施行

する。 

２ 第１条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成28年

12月１日から適用する。 

   附 則（平成30年３月27日規則第６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

（島原地域広域市町村圏組合職員の育児休業等に関する規則の一部改正） 

２ 島原地域広域市町村圏組合職員の育児休業等に関する規則（平成４年島原地域広域市町村圏

組合規則第３号）の一部を次のように改正する。 

  第８条第２号中「第24条第３号から第５号まで」を「第23条第３号から第５号まで」に改め

る。 

附 則（平成30年３月27日規則第７号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成30年３月27日規則第８号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成29年４月１日から適用する。 

附 則（平成31年３月28日規則第６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則（以下「施行規則と
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いう。）の規定は、平成30年４月１日から、第２条の規定による改正後の施行規則の規定は、同

年12月１日から適用する。 

附 則（平成31年３月28日規則第７号） 

この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月25日規則第11号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第３条及び第４条の規定は、令和２年４月１

日から施行し、第５条の規定は、令和２年11月30日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和元年

12 月１日から適用する。 
附 則（令和４年９月30日規則第９号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月27日規則第５号） 

（施行期日） 
１ この規則は、公布の日から施行する。 
２ 第１条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則（以下「施行規則と

いう。）の規定は、令和４年１２月１日から、第２条の規定による改正後の施行規則の規定は、

令和５年４月１日から適用する。 
附 則（令和６年５月21日規則第６号） 

この規則は、令和７年６月１日から施行する。 

附 則（令和７年５月19日規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和８年３月26日規則第７号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４月１日から施行

する。 

２ 第１条の規定（一般職の職員の給与に関する条例施行規則（以下「給与規則」という。）第38

条及び第38条の２の改正規定を除く。）による改正後の給与規則の規定は、令和７年４月１日か

ら、第１条の規定（給与規則第38条及び第38条の２の改正規定に限る。）による改正後の給与規

則の規定は、同年12月１日から適用する。 
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別表第１（第22条関係） 

管理職手当表 

事務部局別 職名又は補職名 月 額 

 

管理者事務部局 

事務局長 62,300 円 

次長、課長 49,800 円 

参事 41,500 円 

 

 

消防事務部局 

消防本部 
消防長 62,300 円 

次長、課長 49,800 円 

消防署 

署長 49,800 円 

副署長、分署長 

（隔日に勤務する職員を除く。） 

33,200 円 

 

別表第２（第27条関係） 

給料表の種類 職 務 の 級 加 算 割 合 

行 政 職 

６級（事務局長、課長） 100 分の 15 

６級（参事）、５級及び４級（係長） 
100 分の 10 

４級（上記以外）及び３級 100 分の５ 

消 防 職 

７級 100 分の 15 

６級及び５級 100 分の 10 

４級 100 分の５ 

備考 事務局長、課長、参事、係長とは、島原地域広域市町村圏組合事務局職員職名規程第３

条に規定する補職名をいう。 
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別表第３（第35条関係） 

勤 務 期 間 割 合 

６箇月 100分の100 

５箇月15日以上６箇月未満 100分の95 

５箇月以上５箇月15日未満 100分の90 

４箇月15日以上５箇月未満 100分の80 

４箇月以上４箇月15日未満 100分の70 

３箇月15日以上４箇月未満 100分の60 

３箇月以上３箇月15日未満 100分の50 

２箇月15日以上３箇月未満 100分の40 

２箇月以上２箇月15日未満 100分の30 

１箇月15日以上２箇月未満 100分の20 

１箇月以上１箇月15日未満 100分の15 

15日以上１箇月未満 100分の10 

15日未満 100分の５ 

零 零 

 

別表第４（第39条関係） 

基 準 日 支 給 日 

６ 月 １ 日 ６ 月 30日 

12 月 １ 日 12 月 10日 
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様式第１ 
扶 養 親 族 届 

年  月  日提出  

島原地域広域市町村

圏組合 
管理者 様 

 

所 属 
 
 

職 員 番 号 
 
 

補 職 名  氏 名 ㊞ 

一般職の職員の給与に関する条例第 8条の規定により次のとおり届け出ます。 

(証明書類    通添付) 

届出の理由〈該当する□に✓印を付すこと〉 
□１ 新たに職員となった 
□２ 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある 
□３ 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある（子、孫及び弟妹で満 22 歳の年度末を超えた者を除

く） 

扶養親族の氏名 続 柄 生年月日 
同 居 別

居 の 別 
職 業 年 収 額 異動年月日 届出の事由 

     
 円   

      円   

     
 円   

      円   

      円   

      円   

参 考 〈上記扶養親族を職員と共同して扶養している者がいること、その他認定上参考になると思わ

れる事項があれば記入する。〉 

 
 
※確認及び決定欄（以下は記入しないこと）                  年  月  日受理 

年  月 
から 
まで 

支給 

 上記のとおり認定してよろしいでしょうか。 

備考 
決  

裁 

総務課長 係長 係員 
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※ 記入上の注意 

1 「続柄」欄には、職員との続柄を（重度心身障害者として届け出る場合は、その旨を併せて）

記入する。 

2 「同居・別居の別」欄で、別居の場合の住所は市区町村名まで記入する。 

3 「年収額」欄には、給与所得、事業所得、不動産所得、年金所得等恒常的な収入がある場合

に、これらの種類ごとにその年額（見込額）を記入する。 

4 「届出の事由」欄には、届出の理由の２又は３に該当する場合にその事由（例えば婚姻、離

婚、出生、死亡、満60歳以上等)をそれぞれ記入する。
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様式第２ 

 

 

１ 扶養親族の状況 

 
〈記入上の注意〉 
1 「生年月日（加算開始時期）」欄には、加算措置の対象となる子について、加算開始の時

期を（ ）書で記入する。 
2 「届出年月日（受理年月日）」欄には、届出提出日を記入し、その日が届出受理日と異な

る場合にあっては、届出受理日を（ ）書で記入する。 
3 「支給の始期・終期（満 22 歳年度末）」欄には、子・孫・弟妹が満 22 歳年度末により支

給要件を喪失する時期を（ ）書で記入する。 
4 子・孫・弟妹が満 22 歳年度末により支給要件を喪失した場合は、「届出年月日（受理年

月日）」欄及び「届出事実の発生年月日」欄の記入は要しない。なお、「届出の事由」欄に

は、「満 22 歳年度末」と記入する。 
5 「備考」欄は、扶養親族及び扶養手当額の認定上、特に必要な事項を記入する。 
 

 

 

 

２ 扶養手当の月額の認定（支給額の改定） 

 
３ 備  考 
 

扶養親族の 
氏名 

続柄 生年月日 
（加算開始時期） 

届出年月日 
（受理年月日） 

届出事実の 
発生年月日 

届出の事由 
支給の始期・終期 
（満 22 歳年度末） 

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

職員番号  

氏名  

支給開始（終了）、支

給額改定時期 
認定扶養親族

（子以外） 
認定扶養親族 

（子） 

 

扶養手当の 
月額 

認定等の事由 
認定年月日 

（確認年月日） 
内加算 
措置対象 

 人 人 人 円   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

扶 養 手 当 認 定 簿 
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島原地域広域市町村圏組合管理者 様 職  氏 名                       ㊞ 

勤務場所  所在地  

届出の理由 
□ １新 規  □ ２異 動  □ ３転 居 (□ 本 人 □ 配偶者)  □ ４その他(        )  

                         上記事実の発生年月日        年   月   日  

１ 異動直前の居住状況等 

異動の発令年月日           年   月   日  
本人の住居  

同 居 者 
□配偶者  □子(生年月日          )  □子(生年月日          )  

□子(生年月日          )  □子(生年月日          )    
２ 現在の居住状況等 

配偶者と別居した年月

日 
       年     月     日  

配偶者と別居した理由  

本人の住居  入居年月日 年  月  日 

本人の住居における同居者 
□子(生年月日      )  □子(生年月日      )  □子(生年月日      ) 

□その他(続柄      )  □その他(続柄      )  □その他(続柄      ) 

配 偶 者 

の 住 居 

異動直前の本人の住居と  □同じ 

                        □異なる。 (                   入居年月日        )   
３ 異動直前の住居から勤務場所までの通勤経路及び方法 

  ①徒歩②鉄道等の交通機関③船舶に応じた距離を記入するものとする。(自動車等及び航空機を除く。) 

経路略図(経路朱線) 順 通勤の方法の 区  間 距  離 

1  住居から(     経由)         まで       ㎞ 

2  住居から(     経由)         まで       ㎞ 

3  住居から(     経由)         まで       ㎞ 

4  住居から(     経由)         まで       ㎞ 

5  住居から(     経由)         まで       ㎞ 

計       ㎞ 

所属長証明 

  上記のとおり相違ないことを証明する。 

     年   月   日 

補職名        氏  名 

  所属長                          ㊞  
 
※ 確認及び決定欄(提出者は記入しないこと)                              年    月    日受理 

通 勤 の 

方法の別 
区  間 距 離 

単身赴任手当額 

(条例第９条の２) 
加 算 額 

(規則第 10 条の２) 
合 計 備 考 

 住居から(         経由) 
             まで 

㎞ 円 円 円  
  
(伺い)条例第９条の２及び条例施行規則第 10 条の２の規定に従い、上記のとおり確認し、決定してよろしいでしょうか。 

決 

  

裁  

総務課長 係 長 係   員 

   

(「記入上の注意」については、裏面を参照のこと。) 

様式第３ 

   年   月   日提出 

一般職の職員の給与に関する条例第９条の２の規定に基づき、次のとおり配偶者等との別居の状況等を届け出ます。 

(住民票等証明書類   通添付) 

単 身 赴 任 届
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記入上の注意 

1  「届出の理由」欄には、該当する理由の□にレ印を付し(新規の場合は理由の１のみにレ印を付す 
る。)、理由の４に該当する場合は内容を(   )内に記入する。 

2  「届出の理由」欄中「２ 異動」とは、既に単身赴任手当の支給を受けている者が、更に官署を異に 
する異動をした場合の当該異動をいい、「３ 転居」とは、既に単身赴任手当の支給を受けている者が、 
更に住居を移転した場合の当該転居をいう。 

3  配偶者のない者にあっては、「配偶者」とあるのを「異動直前に同居していた満１８歳に達する日以 
後の最初の３月３１日までの間にある子」と読み替えて記入する。 

4  届出の理由の１以外に該当する場合は 「１ 異動直前の居住状況等」は記入を要しない。 

5  「 １ 異動直前の居住状況等」及び「 ２ 現在の居住状況等」に」おいて「異動」とは、別居の原因と
なった勤務場所を異にする異動又は同一の勤務場所内における異動若しくは職務内容の変更等をい
う。 

6  在勤する勤務場所が移転した者にあっては、「異動」とあるのを「移転」と読み替えて記入する。 

7  「通勤(交通)方法の別」欄には、通勤等の順路に従い、徒歩、○○線等の別を記入する。 

8  ※欄は記入しないこと。 
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様式第４ 
 

所属(                ) 

日 

付 

勤     務     命     令 勤 務 実 績 確 認  時   間   数  (実勤務時間数を記載) 
時間外勤務 

代休時間の勤務 

課長 係長 時   間 区分 勤務内容及び理由 受命印 課長 係長 係 時   間 25/100 100/100 125/100 135/100 150/100 160/100 175/100 累  計 
 

+15 +25 

/ 

  時 

自 

至 

分 

 

 

□臨時 

□緊急 

期限 

(  /  ) 

     時 

自 

至 

分 

 

 

時間 

 

分

 

時間 

 

分

 

時間 

 

分

 

時間 

 

分

 

時間 

 

分

 

時間 

 

分

 

時間 

 

分

 

時間 

 

分

 

   

/ 

  

自 

至  

□臨時 

□緊急 

期限 

(  /  ) 

      

自 

至 

 

                   

/ 

  

自 

至  

□臨時 

□緊急 

期限 

(  /  ) 

      

自 

至 

 

                   

/ 

  

自 

至  

□臨時 

□緊急 

期限 

(  /  ) 

      

自 

至 

 

                   

/ 

  

自 

至  

□臨時 

□緊急 

期限 

(  /  ) 

      

自 

至 

 

                   

/ 

  

自 

至  

□臨時 

□緊急 

期限 

(  /  ) 

      

自 

至 

 

                   

時  間  数  合  計    ( 朱 書 し て く だ さ い ) 
                   

 
 

 

 

(単位：円、時間) 

給 

料 

級 

号 

給 

区  分 単   価 時 間 数 支 給 額 区  分 単   価 時 間 数 支 給 額 

25/100 
   

125/100 
   

100/100 
   

150/100 
   

  

135/100 
   

175/100 
   

160/100 
   

合  計 
   

氏 名  

職員 

番号 

支 出 費 目 

会計 款 項 目 

         

※月 60 時間を超える時間外勤務時間数がある場合は、当該時間数を上記時間数欄及び時間数合計欄に朱書してください。 

※会計年度任用職員の時間外勤務の割合は、その日の勤務時間が 7 時間 45 分に達するまでの間又はその週の勤務時間が 38 時間 45 分に 

年   月分 時間外勤務等命令簿 
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様式第５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日 

総務課長   殿 

 名        印 

    月分 

 

時 間 外 勤 務 報 告 書 

 

記 

 

１ 報告人員     人 別添命令簿のとおり 

２ 配当予算照査  別添予算執行状況表のとおり 

総務課長 補 佐 係 長 係 
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様式第６ 

期末手当等支給一時差止処分書 

年  月  日 

様 

（一時差止処分者）        ㊞ 

 

下記のとおり期末手当（期末手当及び勤勉手当）の支給を一時差し止める。 

 

記 

１ 一時差止処分の根拠条項 

２ 一時差止処分の発令年月日 
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様式第７ 

処分説明書 

１ 処分者 

職             氏名            ㊞ 

２ 被処分者 

離職時の所属 （ふりがな）             

氏   名 

離職時の職名 離職時の級号給 

採用年月日       年  月  日 離職年月日       年  月  日 

３ 処分の内容 

処分発令日 

年  月  日 

処分説明書交付日 

年  月  日 

根拠条項 処分の対象となる手当 

（期末手当・期末手当及び勤勉手当） 

刑事事件との関係 

起訴日     年  月  日 

逮捕日     年  月  日 

一般職の職員の給与に関する条例施行規則第

31条の規定による管理者との協議の終了日 

年  月  日 

処分の理由                                      

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

（思料される犯罪に係る罰条：              ） 

（教示）この処分についての審査請求は、地方公務員法第49条の２及び不利益処分についての

審査請求に関する規則（平成14年長崎県人事委員会規則第24条）に基づき、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して３箇月以内に、長崎県人事委員会に対してすることができます。 

また、                                    によ

り、この説明書を受領した日の翌日から起算して３箇月を経過した後においては、この処分が

行われた後の事情の変化を理由に、処分者に対し、この処分の取消しを申し立てることができ

ます。 

なお、この処分は、次のいずれかに該当する場合には取り消され、一時差し止められている

期末手当又は勤勉手当が支給されます。 

１ この処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場 

 合 

２ この処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合 

３ 被処分者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくこの処分に係る

期末手当又は勤勉手当の基準日から起算して１年を経過した場合（ただし、被処分者が在職

期間中の行為に係る刑事事件に関し既に逮捕されているときその他これを取り消すことがこ

の処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。） 

４ 処分者が、この処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当又は勤勉手当の

支給を差し止める必要がなくなったと認める場合 

備考：教示のまた以下の空白の部分には、被処分者が処分者に対し処分後の事情の変化を理由に 
   この処分の取消しを申し立てる場合の条例及び規則の根拠条項を記載する。 


